
 

 

枚方京田辺環境施設組合公印規程 

平成２８年７月１日 

訓令第４号 

改正 令和５年８月１日訓令第１号 

（趣旨） 

第１条 枚方京田辺環境施設組合の公印の保管、使用その他公印に関し必要な

事項については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この訓令において「公印」とは、管理者その他の職名及び庁名等をも

って公務上作成された文書に用いる印章をいう。 

（名称等） 

第３条 公印の名称、寸法、書体、使用区分、個数及び公印保管者は、別表第

１のとおりとし、ひな形は、別表第２のとおりとする。 

（職務代行の場合の公印） 

第４条 管理者又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者、事務取

扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務の被代行者の

公印を使用するものとする。 

 （公印事務の総括） 

第５条 公印に関する事務の総括は、事務局長が行う。 

（保管及び使用の責任） 

第６条 別表第１において公印保管者として定める者は、公印を慎重に取扱い

、盗難、紛失、不正使用等の事故のないよう十分注意を払うとともに、厳重

に保管しておかなければならない。 

２ 公印保管者は、管理する公印について、所属する職員のうちから公印取扱

者を定め、公印の保管、使用その他公印に関する事務を処理させることがで

きる。 

（公印台帳） 

第８条 事務局長は、公印台帳（様式第１号）を備えて、常に整備しておかな

ければならない。 

（公印の新調、改刻及び廃止） 



 

 

第９条 公印保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは

、管理者の承認を得なければならない。 

２ 改刻又は廃止のため使用しなくなった公印（以下「旧公印」という。）は

、公印保管者が事務局長に引き継ぐものとし、事務局長は、旧公印を使用し

ないとされた日から５年間保存するものとする。 

３ 事務局長は、前項の規定により保存期間が満了した旧公印を焼却その他確

実な方法により廃棄するものとする。 

（公印の使用） 

第１０条 公印を使用するときは、押印すべき文書に決裁文書を添えて、公印

保管者の確認を受けなければならない。この場合において、公印を使用する

者は、公印押印簿（様式第２号）に、必要事項を記録しなければならない。 

２ 公印は、公印保管者の通常の勤務時間内において、公印保管者が定めた場

所で使用しなければならない。ただし、公印保管者が認めた場合は、この限

りでない。 

（印影の印刷） 

第１１条 同一文書で多数の発行を必要とする場合その他事務処理上必要な場

合は、あらかじめ事務局長の承認を得て、当該文書に押印すべき公印の印影

又は当該印影を縮小したものを、当該文書と同時に印刷することにより、公

印の押印に代えることができる。 

２ 前項の規定により印影を印刷した文書は、厳重に管理し、その使用状況を

常に明確にしておかなければならない。 

（公印印影の電算処理） 

第１２条 電子計算機を利用して定型的に作成する文書で、公印の押印を必要

とするものについては、公印の押印に代えて、その印影を基に作成したイメ

ージデータ（以下「公印印影データ」という。）を一の電子計算機に記録し

て、その公印印影データを原寸で当該文書と同時に印字すること（以下「公

印印影の電算処理」という。）ができる。 

２ 参事は、公印の名称等を明らかにし、公印印影の電算処理をしようとする

文書のひな形を添付のうえ、公印印影電算処理承認依頼書（様式第３号）を

公印保管者（別表第１の表側の番号ごとに定められた公印保管者をいう。以



 

 

下同じ。）に提出して、その承認を受けなければならない。 

３ 公印保管者は、公印印影データの改ざんその他不正使用の防止措置が講じ

られていると認める場合に限り、公印印影の電算処理を承認することができ

る。 

４ 前項の規定による承認の期間は、承認の日から起算して３年を超えること

はできない。 

５ 公印保管者は、第３項の規定により承認した公印印刷の電算処理に使用す

る公印印影データ、その用途について常に整理しておかなければならない。 

６ 公印保管者は、公印印影データの使用が適正に行われているかどうかにつ

いて、定期的に調査を行わなければならない。 

（公印印影データの管理） 

第１３条 公印保管者及び参事は、公印印影の電算処理を行うにあたり、共同

して電子計算機に記録された公印印影データの盗難、紛失、偽造、変造、そ

の他不正使用等が生じないように、公印印影データを厳重に管理しなければ

ならない。 

（公印の事故） 

第１４条 公印保管者は、公印、公印印影データ又は公印の印影印刷を行った

文書に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに公印事故届（様式第

３号）により、管理者に届け出なければならない。 

附 則 

この訓令は、平成２８年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

別表第１（第３条関係） 

番号 名称 
寸法 

（mm） 
書体 使用区分 個数 

公印保管 

者 

１ 枚方京田辺環境

施設組合印 

方２４ てん書 組合名をもって

する文書 

１ 事務局次

長 

２ 枚方京田辺環境

施設組合管理者

印 

方２４ てん書 管理者名をもっ

てする文書 

１ 事務局次

長 

３ 枚方京田辺環境

施設組合会計管

理者印 

方２１ てん書 会計管理者名を

もってする文書 

１ 会計管理

者 

４ 枚方京田辺環境

施設組合事務局

長印 

方２１ てん書 事務局長名をも

ってする文書 

１ 事務局次

長 

５ 枚方京田辺環境

施設組合出納員

印 

径２４ かい書 出納員が取り扱

う領収証書 

１ 出納員 

別表第２（第３条関係） 

１ ２ ３ ４ 

    

５ 

 

 

枚方京田辺 

環 境 施 設 

組 合 印 

枚方京田辺 

環 境 施 設 

組 合 管

理 者 印 

枚方京田辺 

環 境 施 設 

組 合 会 計 

管 理 者 印 

枚方京田辺 

環 境 施 設 

組 合 事 務 

局 長 印 

 
枚方京田辺 

環境施設組合 

出納員 

領 収 

日 付 



 

 

様式第１号（第８条関係） 

公 印 台 帳 

印 
 
 

影 

  

番 号 
新
調 

年   月   日 

  

廃
止 

年   月   日 

公 印 名 

  

形 状 
  

寸 法 
  

書 体 

  

使 用 区 分 

  

公印保管者 

  

個 数 

  

備 考 

  

 

 



 

 

様式第２号（第１０条関係） 

公 印 押 印 簿 

月 日 件 名 宛 名 数量 使 用 者 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

      

             

            

      

      

      

      

            

            

            

            

            

      



 

 

様式第３号（第１２条関係） 

公印印影電算処理承認依頼書 

年  月  日 

（公印保管者） 

（参事） 

次のとおり、公印印影の電算処理をしたいので、枚方京田辺環境施設組合公

印規程第１２条の規定により承認の依頼をします。 

使用する公印 
枚方京田辺環境施設組合公印規程 

別表第１ 番号（  ） 

文書の名称  

文書の根拠規程  

公印印影の電算処理を

必要とする理由 

 

 

 

 

使用開始希望日  

（備考） 

１ 文書の根拠規定欄には、公印印影の電算処理をしようとする文書の様式の根拠規

定を記入してください。 

例：この様式の場合は、「枚方京田辺環境施設組合公印規程様式第３号」です。 

２ 依頼の際は、公印印影の電算処理をしようとする様式を添付してください。 

３ 承認の期間は、使用開始希望日又は公印管理者が承認した日から起算して３年を

超えない日で公印管理者が決定します。 

 

※公印管理者記入 

上記の公印印影の電算処理を（承認・否認）する。 

期間は、   年  月  日から  年  月  日までとする。 

（公印保管者職・署名） 



 

 

様式第４号（第１４条関係） 

公 印 事 故 届 

 

 

 管 理 者 様 

 

 

公印保管者職・氏名          

 

 

下記のとおり公印に事故がありましたので届出します。 

 

記 

 

公 印 の 名 称 

  

事 故 発 生 年 月 日 等 

  

事 故 の 内 容 

  

事 故 後 の 処 理 

  

公印の新調、廃止等 

  

そ の 他 

  



 

 

 


